
生
活 問合せ　税務課（内線3704）

年末調整関係の書類は、１年間の収入が確定する前に提出するた
め、扶養控除対象者の収入見込み額と実際の収入金額に差が生じ、
扶養控除額の内容が変わることがあります。
この場合には、確定申告や住民税申告で控除額の修正を行う必要
があります。修正しないと、所得税や住民税が翌年の途中で変更
になる場合があります。

サラリーマンなどの給与所得者は、今年１年間
に給与から支払った所得税を精算するため、年
末調整を行います。家族の今年１年間分（１月
～12月）の収入金額を正確に見込み、昨年提出
した「平成31年分給与所得者の扶養控除等（異
動）申告書」の内容に変更があったときは、勤
務先に異動申告書を提出してください。

今年の年末調整時に提出する
「令和２年分給与所得者の扶
養控除等(異動)申告書」は、
来年１年間の家族の扶養状況
を申告するものです。

配偶者控除・配偶者特別控除の控除額は、給与所得者と配偶者の
合計所得によって細かく分かれています。
●給与所得者の合計所得が1,000万円を超える場合には、配偶者
控除の適用を受けることができません。
●配偶者の合計所得が、38万円超123万円以下まで、配偶者特別
控除の適用を受けることができます。
＊収入の種類によって所得金額の計算が異なります。

参加
市民

問合せ　子ども家庭課（内線2214）

子育て世代のニーズを踏まえた幼児教育・保育や地域子
ども・子育て支援に関する計画です。令和２年４月から
始まる第２期計画について、意見を募集します。
提出方法　11月30日までに住所・氏名・電話番号・意見
を記入し、直接か郵送、ファクス、電子メールで子ども

家庭課（〒061-1192住所不要・FAX398-4306・電子メール
kodomo@city.kitahiroshima.lg.jp・内線2214）
＊様式は自由です。電子メールは添付ファイルを受信で
きないため、本文に入力してください。
＊内容や結果は担当課と各出張所、団地住民
センター、エルフィンパーク、図書館、中央
公民館、夢プラザ、市ホームページ「パブリ
ックコメント」でご覧になれます。

問合せ　健康推進課（内線1214）
募
集

日時 内容 会場
12月３日㈫　午前10時～正午 講義「健康寿命を延ばすには」 保健センター

12月12日㈭　午後１時30分～３時 講義「高血圧を予防して脳・心臓・腎臓を守ろう！～血圧
の最新情報～」

芸術文化ホール
活動室

12月17日㈫　午前10時～午後１時30分 特定健診･特定保健指導の話､バランスのよい食事について
＊試食の弁当代500円がかかります。

保健センター12月24日㈫　午前10時～正午 正しいラジオ体操の方法、歯の健康

令和２年
１月14日㈫　午前10時～午後０時30分 正しいウオーキングの方法、認知症の理解

１月20日㈪　午前９時30分～11時30分 介護予防事業についての話、いきいき100歳体操の体験 地域ふれあいス
テーションほっと

１月28日㈫　午前10時～午後０時10分 介護支援ボランティアについての話、修了式 保健センター

定員　各日先着15人
申込み　11月26日までに健康推進課

対象　市内にお住まいで健康に関心がある方

全７回の講習のうち５回以上の出席で、健康づくり推進員と
して登録することができます。１回だけの参加も可能です。

会場場

健康づくり推進員とは、市民に健康への
関心を高めてもらう事業を、市と協働で
行う市民ボランティアです。

する
の扶
は、
状況
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